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たくさんいます。

【飼い主の責任】
①命を終えるまで責任を持ちましょう。

②動物の病気や感染症について正しい知識を持
ち、予防に努めましょう。

③むやみに繁殖させないようにしましょう。

【飼う前に考えること】
①集合住宅や賃貸住宅の管理規約でペットは禁
止されていませんか？

②家族全員が飼うことに賛成していますか？

③ペットの一生にかかる費用を考えましたか？

④万が一、飼えなくなった時のことを考えていま
すか？

神奈川県動物愛護センター
神奈川県平塚市土屋401 ☎0463-58-3411（平日8:30～17:15）
譲渡ご希望の方は、当センターへご連絡下さい。

逗子市で３０羽以上のうさぎが次々と保護されました。
現在、当センターにはたくさんのうさぎが収容されています。


